
2020 年 6 ⽉ 3 ⽇ 
⽇本原燃株式会社 

濃縮事業部 
 

新法施⾏（新検査制度）を踏まえた設⼯認申請について 
 
１．はじめに 

2020 年 4 ⽉ 1 ⽇の新法施⾏を踏まえた今後の設⼯認申請書について、既認可の設⼯認からの追加・変
更点の概要について説明する。 
 
２．説明内容 
（１）申請対象 
 申請対象は新規制基準の既認可（設⼯認３次申請等）と同様に、新規制基準での追加、変更の有無にか
かわらず、事業変更許可申請書、技術基準規則の要求事項に基づく設備・機器は網羅性の観点から全て申
請する。 

なお、新規制基準の既認可（設⼯認３次申請等）と同様に、既認可からの設計変更の有無を設⼯認で明
確化する。既認可から設計（評価内容）に変更がある場合は、新たに評価した計算書（例：耐震計算書等）
を添付し、変更がない場合は計算書（例：臨界計算書等）を添付しない。 
（２）新法等に伴う追加、変更内容 

新法及び発電炉の設⼯認を踏まえ、新規制基準の既認可の設⼯認（設⼯認３次申請等）から下表の内容
について追加・変更する。設⼯認の全体構成を含めた変更内容については別紙に⽰す。 

区分 追加・変更項⽬ 追加・変更内容 
本⽂ ①基本設計⽅針 ○「（三）設計の基本⽅針」について、発電炉を参考とした「（三）基

本設計⽅針」に変更し、要求事項に基づく基本的な設計⽅針を網羅的
に記載する。なお、上記の設計⽅針は、既認可（3 次申請等）におい
ても、仕様表や添付適合説明等で記載していたものであり、設⼯認の
記載内容がこれまでと⼤きく変わるものではない。 

②⼯事の⽅法 ○「⼯事の⽅法」について、発電炉を参考に使⽤前事業者検査を踏ま
えた記載内容に変更する。 

③⼯事⼯程表 ○新法を踏まえ、⼯事⼯程表を追加する。 
 

④品質マネジメント
システム 

○新法を踏まえ、「変更に係る設計及び⼯事に係る品質管理の⽅法及
びその検査のための組織に関する事項」を「設計及び⼯事の⽅法の品
質マネジメントシステム」に変更する。 

添付 
書類 

⑤加⼯事業変更許可
申請書との整合性 

○新法を踏まえ、「加⼯事業変更許可との対応」を「加⼯事業変更許
可との整合性に関する説明書」に変更し、許可の本⽂三号（位置、構
造及び設備等）、添付書類五（安全設計）、六（放射線管理）、七（設計
基準事故等）、本⽂七号（品質管理）等との整合性を⽰す。 

資料１ 



今後の設⼯認申請（新法施⾏後）における追加・変更項⽬ 
 

◆既認可の設⼯認（３次申請）からの設⼯認の追加・変更の概要は下表のとおりである。各項⽬の詳細な内容については、添付１に⽰す。 
区
分 

設⼯認の変更内容 （参考） 
発電炉 ⼯認 既認可の設⼯認（３次申請） 今後の設⼯認申請（新法施⾏後） 追加・変更内容の説明 

本
⽂ 

別紙 
⼀ 名称及び住所並びに代表者の⽒名 

別紙 
⼀ 名称及び住所並びに代表者の⽒名 

 
○変更なし 

 
Ⅰ ⽒名⼜は名称及び住所並びに法⼈に
あっては代表者の⽒名 

⼆ 変更に係る事業所の名称及び所在地 ⼆ 変更に係る事業所の名称及び所在地 ○変更なし − 
三 変更に係る加⼯施設の区分並びに設計及び⼯事の⽅法 
別添Ⅰ 加⼯施設の変更に係る設計及び⼯事の⽅法 
 
ロ 濃縮施設 

（イ）カスケード設備 
（⼀）変更の概要 
（⼆）準拠すべき主な法令、基準及び規格 
（三）設計の基本⽅針 
（四）設計条件及び仕様 

（仕様表、図⾯等を含む） 
（五）⼯事の⽅法 

（検査項⽬、⽅法、⼯事フロー等含む） 
 
 （ロ）⾼周波電源設備 
       ： 
 
リ その他の加⼯施設 

（イ）⾮常⽤設備 
（⼀）変更の概要 
（⼆）準拠すべき主な法令、基準及び規格 

       ： 

三 変更に係る加⼯施設の区分並びに設計及び⼯事の⽅法 
別添Ⅰ 加⼯施設の変更に係る設計及び⼯事の⽅法 
 
ロ 濃縮施設 
 （イ）カスケード設備 

（⼀）変更の概要 
（⼆）準拠すべき主な法令、基準及び規格 
（三）基本設計⽅針 ① 
（四）設計条件及び仕様 

（仕様表、図⾯等を含む） 
（五）⼯事の⽅法 ② 

（検査項⽬、⽅法、⼯事フロー等含む） 
 
 （ロ）⾼周波電源設備 
       ： 
 
リ その他の加⼯施設 
（イ）⾮常⽤設備 

（⼀）変更の概要 
（⼆）準拠すべき主な法令、基準及び規格 

       ： 

①「（三）設計の基本⽅針」について、発電炉を参考と
した「（三）基本設計⽅針」に変更し、要求事項に基づ
く基本的な設計⽅針を網羅的に記載する。なお、上記
の設計⽅針は、既認可（3 次申請等）においても、仕
様表や添付適合説明等で記載していたものであり、設
⼯認の記載内容がこれまでと⼤きく変わるものでは
ない。 
 
②「（五）⼯事の⽅法」について、発電炉を参考に使⽤
前事業者検査を踏まえた記載内容に変更する。 
 

Ⅱ ⼯事計画 
＜本⽂＞ 
・要⽬表 
・基本設計⽅針 
・主要設備、兼⽤設備リスト 
・適⽤基準及び適⽤規格 
・⼯事の⽅法 

 四 ⼯事⼯程表 ③新法を踏まえ、⼯事⼯程表を追加する。 
 

Ⅲ ⼯事⼯程表 

四 変更に係る設計及び⼯事に係る品質管理の⽅法及びその
検査のための組織に関する事項 
別添Ⅱ 全社品質保証計画書 

五 設計及び⼯事の⽅法の品質マネジメントシステム 
別添Ⅱ 原⼦⼒安全に係る品質マネジメントシステム規程 

④新法を踏まえ、「変更に係る設計及び⼯事に係る品
質管理の⽅法及びその検査のための組織に関する事
項」を「設計及び⼯事の⽅法の品質マネジメントシス
テム」に変更する。 
 

Ⅳ 設計及び⼯事の⽅法の品質マネジメ
ントシステム 
 

五 変更の理由 六 変更の理由 ○変更なし Ⅴ 変更の理由 

六 分割申請の理由 七 分割申請の理由 ○変更なし − 
添
付
書
類 

（１）加⼯施設の設計及び⼯事の⽅法の技術基準への適合に
関する説明書 

（１）加⼯施設の設計及び⼯事の⽅法の技術基準への適合に
関する説明書 

○変更なし 資料１ 発電⽤原⼦炉の設置の許可との
整合性に関する説明書 
資料２ 発電⽤原⼦炉施設の⾃然現象等
による損傷の防⽌に関する説明書 
資料３ 設備別記載事項の設定根拠に関
する説明書 
資料４ 安全設備及び重⼤事故等対処設
備が使⽤される条件の下における健全性
に関する説明書 

： 
 

添付説明資料 技術基準への適合に関する補⾜説明資料 添付説明資料 技術基準への適合に関する補⾜説明資料 ○変更なし 
添付計算書 加⼯施設の耐震性に関する説明書 
添付計算書 ⻯巻による損傷防⽌に関する説明書 
       ： 

添付計算書 加⼯施設の耐震性に関する説明書 
添付計算書 ⻯巻による損傷防⽌に関する説明書 
       ： 

○変更なし 

（２）加⼯施設に係る加⼯事業者の設計及び⼯事に係る品質
管理の⽅法及びその検査のための組織の技術基準への適合に
関する説明書 

（２）加⼯事業変更許可との整合性に関する説明書 
a.許可本⽂三号、添付書類五、六、七と設⼯認との整合性 

 b.許可本⽂七号（品質管理）と設⼯認との整合性 
 （設計及び⼯事に係るプロセスとその実績⼜は計画を含む） 

⑤新法を踏まえ、「加⼯事業変更許可との対応」を「加
⼯事業変更許可との整合性に関する説明書」に変更
し、許可本⽂三号、添付書類五（安全設計）、六（放射
線管理）、七（設計基準事故等）、許可本⽂七号（品質
管理）との整合性を⽰す。 
また、既認可と同様に品質管理のプロセスの適合性

として「設計及び⼯事に係るプロセスとその実績⼜は
計画」を添付する。 

（３）加⼯事業変更許可との対応 

 

【凡例】 
ハッチング：追加項⽬ 
⾚字   ：変更項⽬ 

別紙 

③ 

④ 

⑤ 



新法等に伴う追加・変更内容

1

区分 設工認の項目
追加・変更
：○数字

内容

本文 三 変更に係る加工施設の区分並びに設計及び工事の方法
（イ）○○設備

－ －

（一）変更の概要 － －

（二）準拠すべき主な法令、基準及び規格 － －

（三）基本設計方針 ① ２ページ参照

（四）設計条件及び仕様
（仕様表、図面等含む）

－ （３ページ参照）

（五）工事の方法
（検査項目、方法、工事フロー等含む）

② ４ページ参照

四 工事工程表 ③ ５ページ参照

五 設計及び工事の方法の品質マネジメントシステム ④ ６ページ参照

添付書類 （１）加工施設の設計及び工事の方法の技術基準への適合に関する
説明書
・添付説明資料 技術基準への適合に関する補足説明資料
・添付計算書 加工施設の耐震性に関する説明書

：

－
－

（２）加工事業変更許可との整合性に関する説明書
ａ．許可本文三号、添付書類五、六、七と設工認との整合性
ｂ．許可本文七号（品質管理）と設工認との整合性
（設計及び工事に係るプロセスとその実績又は計画含む）

⑤ ７～１０ページ参照

新法等を踏まえ、今後の設工認申請（遠心機更新（後半分製造）、４次申請等）においては、既認可の設工認から下表
に示す項目について追加・変更したものを申請する。

添付１

＜追加・変更の内容＞



追加・変更項目：①基本設計方針

2

各設備の本文の「（三）設計の基本方針」について、発電炉を参考とした「（三）基本設計方針」に変更する。

基本設計方針は、新規制基準での要求事項の追加、変更の有無にかかわらず、（変更のない臨界等も含め）全ての要
求事項に対して作成する。

また、発電炉を参考にした様式（様式－２～８）を整理して作成することで網羅性を確保する。
様式－２～８の作成例を参考資料１に示す。

【本文】
三 変更に係る加工施設の区分並びに設計及び工事の方法
（イ）○○設備
（一）変更の概要
（二）準拠すべき主な法令、基準及び規格
（三）基本設計方針
（四）設計条件及び仕様

（仕様表、図面等含む）
（五）工事の方法

（検査項目、方法、工事フロー等含む）

＜基本設計方針の追加＞

（三）基本設計方針 【見直し後】

（三）設計の基本方針 【既認可】

（三）設計の基本方針
ａ．本設備は、可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用する設計とする。
ｂ．本設備は、耐震設計上の重要度に応じた設計とする。
ｃ．本設備は、消防法及び同施行令に準拠する配置及び設計を行い、火災の発
生を自動的に感知し、警報を発する設計とする。

ｄ．本設備は、非常用電源設備に接続し、外部電源系統からの電気の供給が停
止した場合においても使用できる設計とする。

ｅ．本設備は、「加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則」及
び「加工施設に係る加工事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及び
その検査のための組織の技術基準に関する規則」に適合する設計とする。

○当該設備に係る主要な設計方針の概要のみを記載して
いた。

（火災等による損傷の防止）
本施設は、火災により本施設の安全性が損なわないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災発生を

感知する設備及び消火を行う設備並びに火災の影響を軽減する機能を有する設計とし、消防法、建築基準法等
関係法令に準拠する設計とする。
また、UF6の特徴及び取扱いを踏まえ、火災による熱影響によってUF6の閉じ込め性を損なわないよう、火災源と

近接したUF6を内包する機器を防護する設計とする。
（1）火災の発生防止
a．本施設内で発生する火災に対しては、消防法及び建築基準法に準拠する設計とし、以下の対策を講じる。
(a)電気・計装ケーブルは、可能な限り難燃性ケーブルを使用する。
(b)潤滑油を使用する機器は、潤滑油を機器に封入する設計とする。
(c)重油・軽油タンク及び重油を使用するボイラ又は軽油を使用するディーゼル発電機は、UF6を内包する機器を
設置している建屋から離れた別の建屋に設置する。
(d)分析室等で使用するアセトン等の取扱量の制限、管理区域内の火気の使用の制限等の火災の発生防止に関
する手順について、加工施設保安規定に定め、管理する。
b．UF6を内包する設備及び機器の主要な部分は可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用するものとする。⑤-1
また、想定する火災源と近接しているUF6を内包する設備及び機器は、想定される火災の熱によってUF6が膨張し
ても破裂を起こさない設計とする。

(2) 火災の感知及び消火
火災の発生を早期に感知し、消火するために以下の対策を講じる設計とする。

a.本施設内には、自動火災報知設備を設置し、中央制御室に警報を発する設計とする。
b.これまで火災感知設備を設置していなかったウラン貯蔵・廃棄物建屋及びウラン濃縮廃棄物建屋に火災感知設
備を設置する。
c.コールドトラップ及び均質槽には、近接して可燃性の機械油を内包する機器があることから、火災を早期に感知
するため、感知方法の異なる種類の火災感知設備及び温度センサを組み合わせて多様化を図る設計とする。
d.本施設内には、火災の消火に必要な容量を有する消火器等の消火設備を設置する設計とする。

（以下省略）

○当該設備に係る事業変更許可申請書、技術基準規則等の要求事項に基づく基
本的な設計方針を網羅的に記載し、基本設計方針の充実化を図る。
○なお、基本設計方針に係る記載内容は既認可（3次申請等）においても、仕様表
や添付適合説明等で記載していたものであり、説明内容がこれまでと大きく変わる
ものではない。

イメージ（火災のみ抜粋）

既認可（3次申請 自火報）

仕様表や添付適合説明等の記載内容【既認可】

○基本設計方針を含む具体の設計方針は、仕様表や添
付適合説明等に記載していた。



既認可から変更なし：設計条件及び仕様（仕様表、図面等含む）

3

基本設計方針を受けた各設備・
機器の具体的な設計方針を仕
様表に記載する。

＜設計条件及び仕様＞
（既認可から変更なし）

設備・機器名称 非常用設備

設置場所 図－１、図－２のとおり

機器名 自動火災報知設備

台数
一式（自動火災報知設備は、感知器、発信機（表示灯、音響装置含む）、中継器、主中継器
及び総合操作盤により構成される。）

変更の内容
・ウラン貯蔵・廃棄物建屋、Aウラン濃縮廃棄物建屋への感知器の新規設置
・コールドトラップ周辺への炎感知器の新規設置
・設備更新

一
般
仕
様

型式 －

主要な構造材 －

寸法 －

設計圧力 －

設計温度 －

その他の構成機器 －

核燃料物質の状態 －

その他の性能 感知方式：煙感知、熱感知、炎感知

技
術
基
準
へ
の
適
合

核燃料物質の臨界防止 －

火災等による損傷の防止

・火災の発生を早期に感知するために消防法に基づき本施設の各建物に自動火災報知設備を
設置し、中央制御室に警報を発する設計とする。

・感知器については、型式適合検定に合格したものを感知区域ごとに感知器の種別及び取付
け面の高さ・構造等に応じて消防法で定める必要個数を設置し、火災を有効に感知するよ
うに設置する。この他、発信機等についても型式適合検定に合格したものを消防法に定め
る必要個数設置する。

・可燃性の機械油を内包する機器の火災を早期に感知するため、コールドトラップの周辺に
炎感知器を設け、中央制御室に警報を発する設計とする。なお、炎感知器についても型式
適合検定に合格したものを用いる。

（均質槽周辺へ設置する感知器については、均質槽の防護カバーの設置に合わせて工事を行
うことから次回以降に申請を行う。）

安全機能を有する施設の地盤 N値50以上の地耐力を有する地盤に設置する建物に収納する設計とする。

地震による損傷の防止 耐震重要度分類：第3類

津波による損傷の防止 標高約36 m、海岸から約3 km離れた丘陵地帯に位置する建物に収納する設計とする。

外部からの衝撃による損傷の防止
敷地及び敷地周辺の状況から想定される自然現象及び人為事象により安全機能が損なわれな
いよう建物に収納するとともに消防法等に基づき設計する。

人の不法な侵入等の防止 －

溢水による損傷の防止 －

表－１（１／２） 非常用設備の仕様（自動火災報知設備）

事業許可の「位置、構造及び設備」に
示す設備・機器を記載

仕様表の作成対象は、既認可
（３次申請等）と同様に事業変更
許可申請書の「位置、構造及び
設備」に示す設備・機器を対象
とする。（2020年1月10日提出
の全設備の一覧表のとおり）

なお、設備・機器に係る安全機
能、構成品等は、仕様表の一般
仕様、技術基準の適合欄等に
記載する。

【本文】
三 変更に係る加工施設の区分並びに設計

及び工事の方法
（イ）○○設備
（一）変更の概要
（二）準拠すべき主な法令、基準及び規格
（三）基本設計方針
（四）設計条件及び仕様

（仕様表、図面等含む）
（五）工事の方法

（検査項目、方法、工事フロー等含む）

仕様表 【変更なし】

発信機などの構成品の安全機能も適
合欄等に記載

基本設計方針を受けた具体的な設計
内容を適合欄等に記載
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 「工事の方法（検査項目、方法及び判定基準
含む）」について、発電炉を参考に使用前事業
者検査を踏まえた記載内容に変更する。

＜工事の方法の変更＞

具体的には、「検査制度見直しに関する原子
力エネルギー協議会等との面談（令和元年10
月28日） 配布資料（１）設計及び工事の計画

「工事の方法」の記載に係る基本的な考え方
について（ATENA資料）」をベースに作成する。

【本文】
三 変更に係る加工施設の区分並びに設計及び工事の方法
（イ）○○設備
（一）変更の概要
（二）準拠すべき主な法令、基準及び規格
（三）基本設計方針
（四）設計条件及び仕様

（仕様表、図面等含む）
（五）工事の方法

（検査項目、方法、工事フロー等含む）

（五）工事の方法 【見直し後】

（五）工事の方法
加工施設の変更の工事における工事の方法として、事業変更許可を受けた

事項、及び「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準」という。）の
要求事項に適合するための設計（設計の基本方針及び仕様表等）に従い実施
する工事の手順と、それらの設計や工事手順に従い工事が行われたことを確
認する使用前事業者検査の方法を以下に示す。
これらの工事の手順及び使用前事業者検査の方法は、「設計及び工事に係

る品質マネジメントシステム」に基づいたものとする。
ａ．工事の手順
（ａ）工事の手順と使用前事業者検査
○○○○

（ｂ）容器等の主要な溶接部に係る工事の手順と使用前事業者検査
○○○○

ｂ．使用前事業者検査の方法
（ａ）構造、強度及び漏えいに係る検査
○○○○

（ｂ）容器等の主要な溶接部に係る検査
○○○○

（ｃ）機能及び性能に係る検査
○○○○

（ｄ）設計の基本方針検査
○○○○

（ｅ）品質マネジメントシステムに係る検査
○○○○

ｃ．工事上の注意事項
○○○○

添付図 工事手順と使用前事業者検査のフロー

全体構成のイメージ
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＜工事工程表の追加＞

新法を踏まえ、工事工程表を追加する。
発電炉等を参考に作成したイメージを以下に示す。

四 工事工程表 【追加】

【本文】

三 変更に係る加工施設の区分並びに設計及び工事の方法
四 工事工程表
五 設計及び工事の方法の品質マネジメントシステム
六 変更の理由
七 分割申請の理由

イメージ
表 工事工程表 

年月 

 

項目 

2020 年 2021 年 
2022

年 

6

月 

7

月 

8

月 

9

月 

10

月 

11

月 

12

月 

1

月 

2

月 

3

月 

4

月 

5

月 

6

月 

7

月 

8

月 

9

月 

10

月 

11

月 

12

月 

1

月 

2

月 

○○施設 

（○○設備） 

現地工事期間 

                     

検
査
及
び
使
用
前
確
認
可
能
時
期 

構造、強度又は漏えいに係る

検査をすることができるよう

になった時 

                     

品質マネジメントシステムに

係る検査をすることができる

ようになった時 
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＜品質マネジメントシステムの変更＞

 「設計及び工事の方法の品質マネジメントシステ
ム」は、「原子力施設の保安のための業務に係
る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」
及び事業変更許可申請書（本文七号）の要求事
項を満足した品質マニュアルである 「原子力安
全に係る品質マネジメントシステム規程（規程第
38号-40）」を別添Ⅱとして本文に添付する。

品質マネジメントシステム 【見直し後】

五、設計及び工事の方法の品質マネジメントシステム

「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要
な体制の基準に関する規則」及び事業変更許可申請書（第
七号 加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必
要な体制の整備に関する事項）に基づき策定した「原子力
安全に係る品質マネジメントシステム規程（規程第38号-
40）」により、本申請に係る設計及び工事の品質管理を行う。

「原子力安全に係る品質マネジメントシステム規程（規程
第38号-40）」を別添Ⅱに示す。

別添Ⅱ 原子力安全に係る品質マネジメントシステム規程
（規程第38号-40）

【本文】
三 変更に係る加工施設の区分並びに設計及び工事の方法
四 工事工程表
五 設計及び工事の方法の品質マネジメントシステム
六 変更の理由
七 分割申請の理由

新法を踏まえ、「変更に係る設計及び工事に係る
品質管理の方法及びその検査のための組織に
関する事項」を「設計及び工事の方法の品質マネ
ジメントシステム」に変更する。

イメージ



追加・変更項目：⑤加工事業変更許可申請書との整合性

7

＜加工規則の変更内容＞

旧加工規則 新加工規則

第三条の二

２ 前項の申請書には、当該申請に係る設計及び工事の方法が法第十六条の二第三
項第二号の技術上の基準(以下この条及び次条において「設計及び工事の方法の技術
上の基準」という。)に適合していることを計算によつて説明した書類その他の当該申請

に係る設計及び工事の方法が設計及び工事の方法の技術上の基準に適合しているこ
とを説明した書類並びに当該申請に係る設計及び工事に係る品質管理の方法等が同
項第三号の技術上の基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならな
い。

第三条の二の二
２ 前項の申請書には、当該申請に係る設計及び工事の計画が法第十三条第一項若

しくは第十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たと
ころによるものであることを説明した書類並びに当該申請に係る設計及び工事の計画
が法第十六条の四の技術上の基準(以下「技術基準」という。) に適合していることを計

算によつて説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に
適合していることを説明した書類を添付しなければならない。

・技術基準に適合していることの説明書
・技術基準に適合していることの計算書
・品質管理が適合していることの説明書

・技術基準に適合していることの説明書
・技術基準に適合していることの計算書
・事業許可によるものであることの説明書

○加工規則において、添付書類の要件が以下のとおり変更となったため、これを踏まえた添付書類の構成とする。

○添付書類について「加工事業変更許可との整合性に関する説明書」を追加し、安全設計の整合性を「ａ．許可本文三号、添付書類
五、六、七と設工認との整合性」で示すとともに、品質管理の整合性を「ｂ．許可本文七号（品質管理）と設工認との整合性」及び「設計
及び工事に係るプロセスとその実績又は計画」にて示す。

添付
書類

既認可設工認 今後の設工認 変更有無

（１）加工施設の設計及び工事の方法の技術基準への適合に関する説明書 （１）加工施設の設計及び工事の方法の技術基準への適合に関する説明書 ○変更なし

添付説明資料 技術基準への適合に関する補足説明資料 添付説明資料 技術基準への適合に関する補足説明資料 ○変更なし

添付計算書 加工施設の耐震性に関する説明書

添付計算書 竜巻による損傷防止に関する説明書
：

添付計算書 加工施設の耐震性に関する説明書

添付計算書 竜巻による損傷防止に関する説明書
：

○変更なし

（２）加工施設に係る加工事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及
びその検査のための組織の技術基準への適合に関する説明書
・設計及び工事に係るプロセスとその実績又は計画

（２）加工事業変更許可との整合性に関する説明書
ａ．許可本文三号、添付書類五、六、七と設工認との整合性
ｂ．許可本文七号（品質管理）と設工認との整合性
（設計及び工事に係るプロセスとその実績又は計画を含む）

○変更あり

（３）加工事業変更許可との対応

○なお、添付計算書について、既認可から計算に変更がないもの（例：臨界評価等）、許可で計算（評価）が完了しているもの（例：航
空機落下評価等）は計算書を添付しない。これらは、適合に関する説明書において、既認可から計算に変更はないこと、許可で評価
が完了していること等を記載する。

＜変更内容を踏まえた記載方針＞

統
合
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＜加工事業許可申請書との整合性＞
新法を踏まえ、「加工事業変更許可との対応」を「加工事業変更許可との整合性に関する説明書」に変更し、許可本文

三号、添付書類五、六、七、許可本文七号（品質管理）等との整合性を示す。

【ａ．許可本文三号、添付書類五、六、七との整合性（イメージ）】
加工施設事業変更許可申請書

（本文三号）
該当事項

加工施設事業変更許可申請書
（添付書類五、六、七）

該当事項
設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考

「加工施設の位置、構造及び設備並びに加工の方
法」
一、加工施設の位置、構造及び設備
ロ 加工施設の一般構造
（イ）核燃料物質の臨界防止に関する構造
＜中略＞

・本施設で取り扱う核燃料物質は、天然ウラン、
濃縮ウラン及び劣化ウランとし、このうち濃縮
度0.95%以上の濃縮ウランを内包する可能性の
ある設備及び機器を臨界管理の対象とする。

・核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユ
ニットとし、臨界管理の対象に選定する設備及
び機器は、濃縮度、減速度及び形状寸法の核的
制限値を定め、濃縮度と減速度及び濃縮度と形
状寸法管理を組み合わせて管理する。

・核的制限値の設定に当たっては、取り扱うウラ
ンの化学的組成、濃縮度、密度、幾何学的形状
及び減速条件を考慮し、中性子の減速、吸収及
び反射の各条件を仮定し、かつ、測定又は計算
による誤差等を考慮して十分な裕度を見込む。

・溢水が発生した場合においても、核燃料物質
を容器等に密封して取り扱うことから水に直
接接することはないこと及びそれら核燃料物
質を内包する設備及び機器が没水しても、臨
界に達しない設計とする。

ロ臨界安全設計
（ロ）臨界管理の基準
（1）臨界管理対象設備及び機器の選定

本施設で取り扱う核燃料物質は、天然ウラン、濃
縮ウラン及び劣化ウランとし、このうち濃縮度
0.95%以上の濃縮ウランを内包する可能性のある設
備及び機器を臨界管理の対象とする｡

＜中略＞
(1) 単一ユニットの臨界安全
核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユニッ

トとし、臨界管理の対象に選定する設備及び機器は、
濃縮度、減速度及び形状寸法の核的制限値を定め、
濃縮度と減速度及び濃縮度と形状寸法管理を組み合
わせて管理する。

核的制限値の設定に当たっては、取り扱うウラン
の化学的組成、濃縮度、密度、幾何学的形状及び減
速条件を考慮し、中性子の減速、吸収及び反射の各
条件を仮定し、かつ、測定又は計算による誤差等を
考慮して十分な裕度を見込む。

(4) その他
溢水が発生した場合においても、核燃料物質を容

器等に密封して取り扱うことから水に直接接するこ
とはないこと及びそれら核燃料物質を内包する設備
及び機器が没水しても、臨界に達しない設計とする。

（三）基本設計方針
ａ．○○設備の設計の基本方針
第四条 核燃料物質の臨界防止

通常時に予想される機器等の単一の故障若しくはその誤
作動又は運転員の単一の誤操作を想定した場合に、核燃料
物質が臨界に達するおそれがないようにするために、核燃
料物質の臨界防止に係る基本方針を以下のとおりとする。
（ａ）臨界管理対象設備及び機器の選定

本施設で取り扱う核燃料物質は、天然ウラン、濃縮ウラ
ン及び劣化ウランとし、このうち濃縮度0.95%以上の濃縮ウ
ランを内包する可能性のある設備及び機器を臨界管理の対
象とする。

＜中略＞
（ｂ）単一ユニットの臨界安全

核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユニットとし、
臨界管理の対象に選定する設備及び機器は、濃縮度、減速
度及び形状寸法の核的制限値を定め、濃縮度と減速度及び
濃縮度と形状寸法管理を組み合わせて管理する。機器の製
作並びに平常時における運転条件の設定は核的制限値を超
えないものとする。

＜中略＞
核的制限値の設定に当たっては、取り扱うウランの化学

的組成、濃縮度、密度、幾何学的形状及び減速条件を考慮
し、中性子の減速、吸収及び反射の各条件を仮定し、かつ、
測定又は計算による誤差等を考慮して十分な裕度を見込む。

＜中略＞
（ｄ）各設備の臨界安全性評価結果

＜中略＞
①溢水が発生した場合においては、核燃料物質を容器等に
密封して取り扱うことから水に直接接することはなく、そ
れら核燃料物質を内包する設備及び機器が没水し、完全水
反射の条件となっても、実効増倍率は0.95以下であるので、
溢水により臨界が発生することはない。

・事業変更許可
（本文）を具体的
に記載したもので
あり、整合してい
る。

（２）加工事業変更許可との整合性に関する説明書
ａ．許可本文三号、添付書類五、六、七と設工認との整合性
ｂ．許可本文七号（品質管理）と設工認との整合性

（設計及び工事に係るプロセスとその実績又は計画を含む）

○事業変更許可申請書の本文三号、添付書類
五、六、七と設工認の記載内容を表で比較するこ
とにより整合性を示す（該当項目に下線して比
較）。

○本文三号、添付書類五、六、七と設工認の記
載内容に相違点がある場合は、下破線を引き、
整合性の欄に理由を記載する。
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【ｂ．許可本文七号（品質管理）との整合性（イメージ）】
加工施設事業変更許可申請書

（本文七号）
該当事項

設計及び工事の計画
（別添Ⅱ 原子力安全に係る品質マネジメントシステム規程）

該当事項
整合性 備考

加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に
関する事項を以下のとおりとする。

1 目的
加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備

に関する事項（以下「品質管理に関する事項」という。）は、加工
施設の安全を達成・維持・向上させるため、「原子力施設の保安の
ための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」及び
「同規則の解釈」（以下「品質管理基準規則」という。）に基づく
品質マネジメントシステムを確立し、実施し、評価確認し、継続的
に改善することを目的とする。

2 適用範囲
品質管理に関する事項は、加工施設の保安活動に適用する。

3 定義
品質管理に関する事項における用語の定義は、次に掲げるものの

ほか品質管理基準規則に従う。
(1) 加工施設
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第13条第2
項第2号に規定する加工施設をいう。
(2) 組織

当社の品質マネジメントシステムに基づき、加工施設を運営管理
（運転開始前の管理を含む。）する各部門の総称をいう。

1. 目 的
日本原燃株式会社（以下、「当社」という。）は、「原子燃料サイク

ルを確立し、新たなエネルギーを生み出して、未来を切り拓く」を使命
として掲げており、このためには、原子力施設の安全を確保し、向上し
ていくことが必要不可欠である。

本規程は、社長をトップとした品質マネジメントシステムを定めるこ
とにより、原子力施設の安全を継続的に改善していくことを目的とする。

なお、本規程は、「濃縮・埋設事業所加工施設保安規定」、「濃縮・
埋設事業所廃棄物埋設施設保安規定」、「再処理事業所廃棄物管理施設
保安規定」、「再処理事業所再処理施設保安規定」および「再処理事業
所MOX 燃料加工施設保安規定」にて、「原子力安全に係る品質マネジメ
ントシステム規程」として文書化するとした図書である。

2．適用範囲・定義
本規程は、当社の原子力安全に係る品質保証活動に適用する。

原子力施設（使用施設等であって、「核原料物質、核燃料物質及び原子
炉の規制に関する法律施行令」（以下、「令」という。）第四十一条各
号に掲げる核燃料物質を使用しないものを除く。）は4．～8．までを適
用する。

使用施設等（令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しないもの
に限る。）については、9．を適用する。

3. 用語の定義、関連文書
3.1 用語の定義

本規程における用語の定義は、「原子力施設の保安のための業務に係
る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」、「同規則の解釈」（以
下、「品質管理基準規則」という。）および「品質マネジメントシステ
ム－基本及び用語 JIS Q 9000:2015(ISO9000:2015)」に従う。

ただし、本規程で用いる用語については以下のとおりとする。
・品質管理基準規則でいう「実効性」について、本規程ではJIS Q 9000
の「有効性」という用語を使用する。
・「施設」とは、核燃料加工施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄
物管理施設および使用施設等を構成する構築物、系統および機器等の総
称をいう。

加工施設事業変更許可申請書（本文）にお
いて、設計及び工事の計画の内容（別添Ⅱ
原子力安全に係る品質マネジメントシステ
ム規定）は以下のとおり満足している。

原子力安全に係る品質マネジメントシス
テム規程は、「事業変更許可申請書（本文
七号）」、「濃縮・埋設事業所加工施設保
安規定」に基づく品質マニュアルであり、
品質マネジメントシステムを確立し、継続
的に改善していくことを目的としているこ
とから整合している。

原子力安全に係る品質マネジメントシス
テム規程の適用範囲は、加工施設事業変更
許可申請書（本文七号）の適用範囲に示す
加工施設の保安活動を包含することから整
合している。

用語の定義は、「原子力施設の保安のた
めの業務に係る品質管理に必要な体制の基
準に関する規則」に従うとしていることか
ら整合している。

○事業変更許可申請書の本文七号（品質管理）と設工認の記載内容
（別添Ⅱ 原子力安全に係る品質マネジメントシステム規程）を表で比較
することにより整合性を示す（該当項目に下線して比較）。

○本文七号と設工認の記載内容に相違点がある場合は、下破線を引き、
整合性の欄に理由を記載する。

（２）加工事業変更許可との整合性に関する説明書
ａ．許可本文三号、添付書類五、六、七と設工認との整合性
ｂ．許可本文七号（品質管理）と設工認との整合性

（設計及び工事に係るプロセスとその実績又は計画を含む）

追加・変更項目：⑤加工事業変更許可申請書との整合性
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【設計及び工事に係るプロセスとその実績又は計画（イメージ）】

（２）加工事業変更許可との整合性に関する説明書
ａ．許可本文三号、添付書類五、六、七と設工認との整合性
ｂ．許可本文七号（品質管理）と設工認との整合性

（設計及び工事に係るプロセスとその実績又は計画を含む）

追加・変更項目：⑤加工事業変更許可申請書との整合性

各段階
実績（○）

／
計画（△）

設計、工事及び検査の内容

組織内外の相互関係
◎：主担当
○：関連

インプット アウトプット 主管課、関連課品質マネジメン
トシステム規定

当社 供給者

設計 7.3.1 設計開発

計画

○ 【計画の策定】

○設計主管課は、事業変更許可申請書等をもとに適合性を確保するために必要な

設計、工事を実施する計画として、改造計画書又は新増設計画書（以下、計画書

という。）を作成した。

○設計主管課は、計画書において、以下の項目を明確にした。

①設計開発の性質、期間および複雑さの程度

②設計開発の各段階における適切な審査（レビュー）、検証および妥当性確認の

方法ならびに管理体制

③設計開発に係る部門および要員の責任および権限

④設計開発に必要な組織の内部および外部の資源

⑤保安上必要な措置

○設計主管課は、改造計画書を濃縮安全委員会に付議し、審議を実施のうえ、濃

縮事業部長の承認を受けた。濃縮安全委員会においては、上記の①～⑤の内容の

妥当性を確認した。

○設計主管課は、計画書を設計開発の進行に応じて適切に変更した。

◎ － ・事業変更許

可申請書等

・改造計画書 ○設計主管課

・機械保全課

・電気計装保全課

7.3.2 設計開発

に 用 い る 情 報

（インプット）

○ 【要求事項の明確化】

○設計主管課は、設計に必要な技術基準等の要求事項を以下のとおりとした。

①事業変更許可申請書

②技術基準規則（解釈含む）

③事業許可基準規則（解釈含む）

◎ － ・事業変更許

可申請書

・技術基準規

則

・事業許可基

準規則

－ ○設計主管課

・機械保全課

・電気計装保全課

7.3.2 設計開発

に 用 い る 情 報

（インプット）

7.3.4 設計開発

のレビュー

○ 【設計へのインプット】

○設計主管課は、要求事項をインプットに、適合性確認対象設備（設備・運用）

を抽出、選定し、アウトプットとして様式-2に整理した。

・様式-2 設備リスト

○設計主管課は、様式-2について、設計に必要な要求事項に対して必要な機器等

が抜けなく抽出されているかの観点でレビューし、承認した（レビューは、設計

主管課の設計の力量を有する者及び関連課として施設計画課長が実施した）。

◎ － ・事業変更許

可申請書

・技術基準規

則

・事業許可基

準規則

・様式-2 ○設計主管課

・機械保全課

・電気計装保全課

○関連課

・施設計画課

○既認可と同様に設計及び工事に係るプロセスの品
質管理の具体について、実績と計画、品質マネジメ
ントシステム規定との関連等を示す。



参考資料１

様 式 類 の 例



設計、⼯事及び検査で作成される各様式の関係

様式‐3 技術基準規則の各条⽂と各設備におけ
る適⽤の考え⽅

・⽬的：条⽂ごとに適⽤される設備・機器及び
理由の明確化
・作成要領：各条⽂に対する設備区分の適⽤要
否を判断し、その結果と理由を整理する。

様式‐4 設備と条⽂の対⽐⼀覧表

・⽬的：設備と適⽤される条⽂の明確化（対⽐）
・作成要領：様式‐3で整理された結果を設備区分
と条⽂の⼀覧表に整理する。

様式‐2 設備リスト

・⽬的：適合性確認対象設備の抽出
・作成要領：技術基準規則、許可基準規則及
び事業変更許可の要求事項に対応する設備・
機器を適合性確認対象設備として抽出する。

・⽬的：設備・機器に適⽤される条⽂及び設⼯認との
関連の明確化
・作成要領：様式‐2で抽出した設備・機器を施設ごとに
並べ直すとともに様式‐2、様式‐4を基に適⽤条⽂から設
⼯認に関連する情報（記載する情報の選定（計算書要
否等））との関係を整理する。

様式‐5 技術基準規則と設⼯認との関連性を⽰す星取表

様式‐7 要求事項との対⽐表

様式‐6 各条⽂の設計の考え⽅

【適⽤条⽂の明確化】

各条⽂適⽤要否
の判断結果

【基本設計⽅針の作成】

設⼯認申請書

詳細設計
基本設計⽅針

・⽬的：基本設計⽅針の抽出
・作成要領：技術基準規則及び事業変更許可の要
求事項をもとに様式‐6に考え⽅を整理しながら基
本設計⽅針を作成する。

・⽬的：基本設計⽅針を抽出した考え⽅の整理
・作成要領：基本設計⽅針に記載要否の考え⽅
を整理するとともに設⼯認との関連を整理する。

様式‐8 基準適合性を確保するための設計結果と適合
性確認状況⼀覧表

・⽬的：基本設計⽅針に基づく設計の結果の明確化
・作成要領：様式‐5で整理した設備・機器と適⽤条⽂、
様式‐7、様式‐6で整理した基本設計⽅針及び詳細設計の
結果を踏まえ、設⼯認に記載すべき内容を取りまとめ
る。

適⽤条⽂の情報適合性確認対象
設備の情報

設備・機器、
適⽤条⽂等の情報

適合性確認対象
設備等の情報

設備・機器 適⽤条⽂ 基本設計⽅針 詳細設計の結果

【設⼯認への記載情報の整理】

技
術
基
準
規
則

許
可
基
準
規
則

事
業
変
更
許
可
申
請
書

要求
事項

要求
事項

約束
事項
（全設備
・機器）

【適合性確認対象設備の抽出】

1



事業許可基
準規則

技術基準規
則

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則及び解釈 条項
事業許可基準規則

要求事項
条項

技術基準規則
要求事項

必要な機能等 設備等 設備/運⽤ 既設/新設
事業許可
基準規則

技術基準規
則

区分 本⽂ 添付 本体
構成機器
⼜は附属

機器

既設⼯認
に記載さ
れていな
い設備か

要求事項
に変更が
あるか

（法令）

要求事項
に変更が
あるか

（許可）

設計変更
が

必要か

新たに規
制対象と
なる既設
の設備か

設計変更
等による
⼯事有無

変更区分 施設区分 設備区分 備考

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 建物の耐⽕構造 ウラン濃縮建屋 中央操作棟 設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 建物の耐⽕構造 ウラン濃縮建屋 1号発回均
質棟

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 建物の耐⽕構造 ウラン濃縮建屋 2号発回均
質棟

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 建物の耐⽕構造 ウラン濃縮建屋 1号カス
ケード棟

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 建物の耐⽕構造 ウラン濃縮建屋 2号カス
ケード棟

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 建物の耐⽕構造 ウラン貯蔵・廃棄物建屋 A
ウラン貯蔵庫

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 建物の耐⽕構造 ウラン貯蔵・廃棄物建屋 B
ウラン貯蔵庫

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 建物の耐⽕構造 ウラン貯蔵・廃棄物建屋 ウ
ラン貯蔵・廃棄物庫

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 建物の耐⽕構造 ウラン貯蔵・廃棄物建屋 搬
出⼊棟

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 建物の耐⽕構造 Aウラン濃縮廃棄物建屋 設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 建物の耐⽕構造 Bウラン濃縮廃棄物建屋 設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × 〇 ① その他の加⼯施設 建物 新設建屋

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 建物の耐⽕構造 使⽤済遠⼼機保管建屋 設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 建物の耐⽕構造 補助建屋 設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 建物の耐⽕構造 渡り廊下（中央操作棟−ウラ
ン貯蔵・廃棄物建屋間）

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 建物の耐⽕構造 渡り廊下（中央操作棟−2号
発回均質棟間）

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 建物の耐⽕構造 渡り廊下（中央操作棟−補助
建屋間）

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 耐⽕壁、防⽕扉等による区画 ウラン濃縮建屋 中央操作棟 設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 耐⽕壁、防⽕扉等による区画 ウラン濃縮建屋 1号発回均
質棟

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 耐⽕壁、防⽕扉等による区画 ウラン濃縮建屋 2号発回均
質棟

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 耐⽕壁、防⽕扉等による区画 ウラン濃縮建屋 1号カス
ケード棟

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 耐⽕壁、防⽕扉等による区画 ウラン濃縮建屋 2号カス
ケード棟

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 耐⽕壁、防⽕扉等による区画 ウラン貯蔵・廃棄物建屋 A
ウラン貯蔵庫

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 耐⽕壁、防⽕扉等による区画 ウラン貯蔵・廃棄物建屋 B
ウラン貯蔵庫

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 耐⽕壁、防⽕扉等による区画 ウラン貯蔵・廃棄物建屋 ウ
ラン貯蔵・廃棄物庫

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 耐⽕壁、防⽕扉等による区画 ウラン貯蔵・廃棄物建屋 搬
出⼊棟

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 耐⽕壁、防⽕扉等による区画 Aウラン濃縮廃棄物建屋 設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 耐⽕壁、防⽕扉等による区画 Bウラン濃縮廃棄物建屋 設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × 〇 ① その他の加⼯施設 建物 新設建屋

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 耐⽕壁、防⽕扉等による区画 使⽤済遠⼼機保管建屋 設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 耐⽕壁、防⽕扉等による区画 補助建屋 設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 耐⽕壁、防⽕扉等による区画 渡り廊下（中央操作棟−ウラ
ン貯蔵・廃棄物建屋間）

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 耐⽕壁、防⽕扉等による区画 渡り廊下（中央操作棟−2号
発回均質棟間）

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項① 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 3項 建物の耐⽕構造及び防⽕措置 耐⽕壁、防⽕扉等による区画 渡り廊下（中央操作棟−補助
建屋間）

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ その他の加⼯施設 建物 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項② 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

3項 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

不燃性⼜は難燃性材料の使⽤ 遠⼼分離機（2A前半分） 設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ 濃縮施設 カスケード設備 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項② 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

3項 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

不燃性⼜は難燃性材料の使⽤ 遠⼼分離機（2A後半分） 設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 × 〇 ① 濃縮施設 カスケード設備 新型遠⼼機への更新

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項② 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

3項 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

不燃性⼜は難燃性材料の使⽤ 遠⼼分離機（2B） 設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 × 〇 ① 濃縮施設 カスケード設備 新型遠⼼機への更新

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項② 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

3項 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

不燃性⼜は難燃性材料の使⽤ 遠⼼分離機（2C） 設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 × 〇 ① 濃縮施設 カスケード設備 新型遠⼼機への更新

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項② 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

3項 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

不燃性⼜は難燃性材料の使⽤ 主要配管（2Aカスケード設
備）

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ 濃縮施設 カスケード設備 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項② 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

3項 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

不燃性⼜は難燃性材料の使⽤ 主要配管（2Bカスケード設
備）

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ 濃縮施設 カスケード設備 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項② 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

3項 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

不燃性⼜は難燃性材料の使⽤ 主要配管（2Cカスケード設
備）

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ 濃縮施設 カスケード設備 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項② 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

3項 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

不燃性⼜は難燃性材料の使⽤ 主要配管の⽀持構造物（2Aカ
スケード設備）

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ 濃縮施設 カスケード設備 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項② 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

3項 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

不燃性⼜は難燃性材料の使⽤ 主要配管の⽀持構造物（2Bカ
スケード設備）

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ 濃縮施設 カスケード設備 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項② 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

3項 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

不燃性⼜は難燃性材料の使⽤ 主要配管の⽀持構造物（2Cカ
スケード設備）

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ 濃縮施設 カスケード設備 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項② 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

3項 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

不燃性⼜は難燃性材料の使⽤ 2号発⽣槽 設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ 濃縮施設 UF6処理設備 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項② 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

3項 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

不燃性⼜は難燃性材料の使⽤ 2号製品回収槽 設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ 濃縮施設 UF6処理設備 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項② 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

3項 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

不燃性⼜は難燃性材料の使⽤ 2号廃品回収槽 設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ 濃縮施設 UF6処理設備 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項② 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

3項 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

不燃性⼜は難燃性材料の使⽤ 2号製品コールドトラップ 設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 × × ① 濃縮施設 UF6処理設備 冷凍機ユニットとの間に
⽕災防護板を新設

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項② 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

3項 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

不燃性⼜は難燃性材料の使⽤ 2号捕集排気系ケミカルト
ラップ（NaF）

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ 濃縮施設 UF6処理設備 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項② 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

3項 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

不燃性⼜は難燃性材料の使⽤ 2号捕集排気系ケミカルト
ラップ（Al2O3）

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ 濃縮施設 UF6処理設備 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項② 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

3項 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

不燃性⼜は難燃性材料の使⽤ 2号捕集排気系ロータリポン
プ

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ 濃縮施設 UF6処理設備 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項② 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

3項 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

不燃性⼜は難燃性材料の使⽤ 2号⼀般パージ系コールドト
ラップ

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 × × ① 濃縮施設 UF6処理設備 冷凍機ユニットとの間に
⽕災防護板を新設

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項② 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

3項 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

不燃性⼜は難燃性材料の使⽤ 2号⼀般パージ系ケミカルト
ラップ（NaF）

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ 濃縮施設 UF6処理設備 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項② 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

3項 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

不燃性⼜は難燃性材料の使⽤ 2号⼀般パージ系ケミカルト
ラップ（Al2O3）

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ 濃縮施設 UF6処理設備 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項② 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

3項 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

不燃性⼜は難燃性材料の使⽤ 2号⼀般パージ系ブースタポ
ンプ

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ 濃縮施設 UF6処理設備 −

第五条 ⽕災
等による損傷

第⼗⼀条 ⽕
災等による損

1項② 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

3項 設備機器の不燃性⼜は難燃性
材料の使⽤

不燃性⼜は難燃性材料の使⽤ 2号⼀般パージ系ロータリポ
ンプ

設備 既設 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × ③ 濃縮施設 UF6処理設備 −

第⼗⼀条 ⽕
災等による損
傷の防⽌

第五条 ⽕災
等による損傷
の防⽌

要求事項に対して必須の設備、運⽤か 事業変更許可申請書記載 変更の有無

第⼗⼀条
 安全機能を有する施設は、⽕災⼜は爆発の影響を受ける
ことにより加⼯施設の安全性に著しい⽀障が⽣ずるおそれ
がある場合において、消⽕設備(事業許可基準規則第五条第
⼀項に規定する消⽕設備をいう。以下同じ。)及び警報設備
(警報設備にあっては⾃動⽕災報知設備、漏電⽕災警報器そ
の他の⽕災の発⽣を⾃動的に検知し、警報を発するものに
限る。以下同じ。)が設置されたものでなければならない。
【1項】
２  前項の消⽕設備及び警報設備は、その故障、損壊⼜は
異常な作動により安全上重要な施設の安全機能に著しい⽀
障を及ぼすおそれがないものでなければならない。【2項】
３  安全機能を有する施設であって、⽕災⼜は爆発により
損傷を受けるおそれがあるものは、可能な限り不燃性⼜は
難燃性の材料を使⽤するとともに、必要に応じて防⽕壁の
設置その他の適切な防護措置が講じられたものでなければ
ならない。【3項】
４  ⽔素を取り扱う設備(爆発の危険性がないものを除
く。)は、適切に接地されているものでなければならない。
【4項】
５  ⽔素その他の可燃性ガスを取り扱う設備(爆発の危険性
がないものを除く。)を設置するグローブボックス及び室
は、当該設備から可燃性ガスが漏えいした場合においても
これが滞留しない構造とすることその他の爆発を防⽌する
ための適切な措置が講じられたものでなければならない。
【5項】
６  焼結設備その他の加熱を⾏う設備(次項において「焼結
設備等」という。)は、当該設備の熱的制限値を超えて加熱
されるおそれがないものでなければならない。【6項】
７  ⽔素その他の可燃性ガスを使⽤する焼結設備等(爆発の
危険性がないものを除く。)は、前三項に定めるところによ
るほか、次に掲げるところによらなければならない。
⼀ 焼結設備等の内部において空気の混⼊により可燃性ガ
スが爆発することを防⽌するための適切な措置を講ずるこ
と。
⼆ 焼結設備等から排出される可燃性ガスを滞留すること
なく安全に排出するための適切な措置を講ずること。
三 焼結設備等の内部で可燃性ガスを燃焼させるものは、
燃焼が停⽌した場合に可燃性ガスの供給を⾃動的に停⽌す
る構造とすること。【7項】

第五条 安全機能を有する施設は、⽕災⼜は爆発により加
⼯施設の安全性が損なわれないよう、⽕災及び爆発の発⽣
を防⽌することができ、かつ、消⽕を⾏う設備（以下「消
⽕設備」といい、安全機能を有する施設に属するものに限
る。）及び早期に⽕災発⽣を感知する設備（以下「⽕災感
知設備」という。）並びに⽕災及び爆発の影響を軽減する
機能を有するものでなければならない。【1項①〜⑤】
２ 消⽕設備（安全機能を有する施設に属するものに限
る。）は、破損、誤作動⼜は誤操作が起きた場合において
も安全上重要な施設の安全機能を損なわないものでなけれ
ばならない。【2項】

（解釈）
１ 第５条については、設計基準において想定される⽕災⼜
は爆発により、加⼯施設の安全性が損なわれないようにす
るため、安全機能を有する施設に対して必要な機能（⽕災
⼜は爆発の発⽣防⽌、感知及び消⽕並びに⽕災による影響
の軽減）を有することを求めている。【1項①〜⑤】
２ 第１項に規定する「⽕災及び爆発の発⽣を防⽌すること
ができ、かつ、消⽕を⾏う設備（以下「消⽕設備」とい
い、安全機能を有する施設に属するものに限る。）及び早
期に⽕災発⽣を感知する設備（以下「⽕災感知設備」とい
う。）並びに⽕災及び爆発の影響を軽減する機能を有する
もの」とは、以下に掲げる各号を含むものをいう。また、
本項の対応に当たっては、⽶国の「放射性物質取扱施設の
⽕災防護に関する基準」を参考とすること。【1項①〜
⑤】
⼀ 建物は、建築基準法等関係法令で定める耐⽕構造⼜は不
燃性材料で造られたものであり、必要に応じて防⽕壁の設
置その他の適切な防⽕措置を講じたものであること。【1
項①】
⼆ 核燃料物質を取り扱うグローブボックス等の設備・機器
は、不燃性材料⼜は難燃性材料を使⽤する設計とするこ
と。【1項②】
三 有機溶媒等可燃性の物質⼜は⽔素ガス等爆発性の物質を
使⽤する設備・機器は、⽕災及び爆発の発⽣を防⽌するた
め、発⽕及び異常な温度上昇の防⽌対策、可燃性・爆発性
の物質の漏えい防⽌対策、空気の混⼊防⽌対策等の適切な
対策が講じられる設計であるとともに、適切に設定された
熱的及び化学的制限値を超えることのない設計であるこ
と。【1項③】
四 ⽕災の拡⼤を防⽌するために、適切な検知、警報設備及
び消⽕設備が設けられているとともに、⽕災及び爆発によ
る影響の緩和のために適切な対策が講じられるように設計
されていること。【1項④】
五 ⽕災⼜は爆発の発⽣を想定しても、臨界防⽌、閉じ込め
等の機能を適切に維持できること。【1項⑤】
六 上記五の「機能を適切に維持できること」とは、⽕災⼜
は爆発により設備・機器の⼀部の機能が損なわれることが
あっても、加⼯施設全体としては、公衆に対し過度の放射
線被ばくを及ぼさない、⼗分な臨界防⽌、閉じ込め等の機
能が確保されることをいう。【1項⑤】
３ 第２項の規定について、消⽕設備の破損、誤作動⼜は誤
操作が起きた場合のほか、⽕災感知設備の破損、誤作動⼜
は誤操作が起きたことにより消⽕設備が作動した場合にお
いても、安全上重要な施設の機能を損なわないもの（消⽕
設備の誤動作によって核燃料物質が浸⽔したとしても、当
該施設の臨界防⽌機能を損なわないこと等。）であるこ
と。【2項】
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技術基準規則 

第十一条（火災等による損傷の防止）【第 1項、第 4項～第 7項：変更なし、第 2項、第 3項：変更あり】 

加工施設の技術基準に関する規則 加工施設の技術基準に関する規則の解釈 

（火災等による損傷の防止） 

第十一条 

 安全機能を有する施設は、火災又は爆発の影響を受けることにより

加工施設の安全性に著しい支障が生ずるおそれがある場合において、

消火設備 (事業許可基準規則第五条第一項に規定する消火設備をい

う。以下同じ。) 及び警報設備 (警報設備にあっては自動火災報知設

備、漏電火災警報器その他の火災の発生を自動的に検知し、警報を発

するものに限る。以下同じ。)が設置されたものでなければならな

い。 

２  前項の消火設備及び警報設備は、その故障、損壊又は異常な作

動により安全上重要な施設の安全機能に著しい支障を及ぼすおそれが

ないものでなければならない。 

３  安全機能を有する施設であって、火災又は爆発により損傷を受

けるおそれがあるものは、可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用

するとともに、必要に応じて防火壁の設置その他の適切な防護措置が

講じられたものでなければならない。 

４  水素を取り扱う設備 (爆発の危険性がないものを除く。) は、

適切に接地されているものでなければならない。 

５  水素その他の可燃性ガスを取り扱う設備 (爆発の危険性がない

ものを除く。) を設置するグローブボックス及び室は、当該設備から

可燃性ガスが漏えいした場合においてもこれが滞留しない構造とする

ことその他の爆発を防止するための適切な措置が講じられたものでな

ければならない。 

６  焼結設備その他の加熱を行う設備 (次項において「焼結設備

等」という。) は、当該設備の熱的制限値を超えて加熱されるおそれ

がないものでなければならない。 

７  水素その他の可燃性ガスを使用する焼結設備等 (爆発の危険性

がないものを除く。) は、前三項に定めるところによるほか、次に掲

げるところによらなければならない。 

一 焼結設備等の内部において空気の混入により可燃性ガスが爆発す

ることを防止するための適切な措置を講ずること。 

二 焼結設備等から排出される可燃性ガスを滞留することなく安全に

排出するための適切な措置を講ずること。 

三 焼結設備等の内部で可燃性ガスを燃焼させるものは、燃焼が停止

した場合に可燃性ガスの供給を自動的に停止する構造とすること。 

－ 

対象施設 

適用要否判断 

理由 備考 1 2 3 4 

5 6 7 

イ 化学処理施設 － 
－ － － － 

－ 
－ － － 

ロ 濃縮施設

（イ）カスケード設備
－ － 

①

③ 
－ 

①：2A 後半分、2B、2C について新型遠心機への更
新を計画しているため、更新に係る火災防護設計
について申請する 
③：技術基準規則要求の変更

・可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用
－ － － 

（ロ）UF6処理設備
－ － 

①

③ 
－ 

①：新設する火災防護板に係る火災防護設計につ
いて申請する 
③：技術基準規則要求の変更

・可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用－ － － 

（ハ）均質・ブレンディング設備
－ － 

①

③ 
－ 

①：新設する火災防護板に係る火災防護設計につ
いて申請する 
③：技術基準規則要求の変更

・可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用－ － － 

（ニ）高周波電源設備
－ － ③ － ③：技術基準規則要求の変更

・可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用－ － － 
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ハ 成形施設 － 
－ － － － 

－ 
－ － － 

ニ 被覆施設 － 
－ － － － 

－ 
－ － － 

ホ 組立施設 － 
－ － － － 

－ 
－ － － 

へ 核燃料物質の

貯蔵施設 

（イ）貯蔵設備

－ － 
①

③ 
－ 

①：付着ウラン回収容器及び置台の増設を計画
しているため、新規製作に係る火災防護設計に
ついて申請する
③：技術基準規則要求の変更

・可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用
－ － － 

（ロ）搬送設備
－ － ③ － ③：技術基準規則要求の変更

・可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用－ － － 

ト 放射性廃棄物

の廃棄施設 

（イ）気体廃棄物の廃棄設備

－ － 
①

③ 
－ 

①：新たに規制対象となる機器として火災防護
設計について申請する

・給気系の設備
③：技術基準規則要求の変更

・可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用
－ － － 

（ロ）液体廃棄物の廃棄設備
－ － ③ － ③：技術基準規則要求の変更

・可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用－ － － 

（ハ）固体廃棄物の廃棄設備

－ － 
①

③ 
－ 

①：新設する火災防護板に係る火災防護設計に
ついて申請する
①：新たに規制対象となる機器として火災防護
設計について申請する

・IF5 ボンベ回収槽
・ロータリポンプ

③：技術基準規則要求の変更
・可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用

－ － － 

チ 放射線管理施

設 
（イ）放射線監視・測定設備

－ － 
①

③ 
－ 

①：新設する設備・機器に係る火災防護設計に
ついて申請する

・HF センサ
③：技術基準規則要求の変更

・可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用
－ － － 

リ その他の加工

施設 

（イ）非常用設備

①

③ 
－ 

①

③ 
－ 

①：新設する設備・機器に係る火災防護設計に
ついて申請する

・温度センサ
・自動火災報知設備
・遠隔消火設備

③：技術基準規則要求の変更
・火災発生を感知する設備及び消火を行う設

備並びに火災の影響を軽減する機能を有
する設計

・可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用

－ － － 

（ロ）核燃料物質の検査設備

－ － 
①

③ 
－ 

①：新たに規制対象となる機器として火災防護
設計について申請する

・分析室流し台
③：技術基準規則要求の変更

・可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用
－ － － 

（ハ）核燃料物質の計量設備
－ － ③ － ③：技術基準規則要求の変更

・可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用－ － － 

（ニ）その他の主要な設備

－ － 
①

③ 
－ 

①：新設する設備・機器に係る火災防護設計に
ついて申請する

・防火帯
・被水防護板
・遮断弁（溢水防護）
・堰（溢水防護）

①：新たに規制対象となる機器として火災防護
設計について申請する

・洗缶架台の周辺機器
③：技術基準規則要求の変更

・可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用

－ － － 

（ホ）建物
－ － 

①

③ 
－ 

①：廃棄物建屋の増設（B ウラン濃縮廃棄物建屋
の新設）を計画しており、建屋新設に係る火災防護
設計について申請する
③：技術基準規則要求の変更

・可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用
－ － － 

（凡例） 
①：要求事項の変更有、設計変更有
②：要求事項の変更無、設計変更有
③：要求事項の変更有、設計変更無
④：要求事項の変更無、設計変更無
（設計変更：耐震計算条件の変更等の入力条件の変更を含む設計変更又は既設設備のうち新たに規制対象とするもの又は工事等を行うもの）
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条⽂  

  区分
− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

カスケード設備 ①④ − ①④ − ① − ①④ ①③ − − ① ①④ − − ①④ − − − ①④ − − −
UF6処理設備 ④ − ①④ − ① − ①④ ①③ − − ① ④ − − ①④ − − − ④ − − −
均質・ブレンディング設備 ④ − ①④ − ① − ①④ ①③ − − ① ④ − ④ ①④ − ④ − ④ − ④ −
⾼周波電源設備 − − ④ − ① − ④ ③ − − ① ④ − − ④ − − − − − − −

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −
− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −
− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

貯蔵設備 ①④ − ① − ① − ①④ ①③ − − ① ①④ − ①④ − − − − ①④ − − −
搬送設備 ④ − ①④ − − − ④ ③ − − ① − ④ − ④ − − − − − − −
気体廃棄物の廃棄設備 − − ①②④ − ① − ①④ ①③ ③ − ① − − − ④ − ④ − − − ④ −
液体廃棄物の廃棄設備 − − ①④ − ① − ④ ③ ③ − ① ④ − − ④ − ①④ − − − − −
固体廃棄物の廃棄設備 ④ − ①②④ − ① − ①④ ①③ − − ① ④ − − ①④ − ①②④ − ④ − − −

放射線管理施設 放射線監視・測定設備 − − ①④ − − − ①④ ①③ − − ① − − − ①④ ①④ − − − − ④ −
⾮常⽤設備 − − ①② ③ − − − ①③ − − ① − − − ① − − − − − ①③④ −
核燃料物質の検査設備 ④ − ①②④ − ① − ④ ①③ − − ① − − − − − ①④ − − − − −
核燃料物質の計量設備 − − ① − − − − ③ − − ① − − − − − − − − − − −
その他の主要な設備 − − ①②④ − − ① ④ ①③ ① ① ① − − − − − ④ − − − ② ①
建物 − ①③ ① ①③ ① − ①④ ①③ ① − ① − − − − − − ④ ④ − − −

※記号については、「記号の定義」参照

六
条

地
震

七
条

津
波

⼋
条

外
部
衝
撃

⼆
⼗
⼆
条

遮
蔽

⼆
⼗
三
条

換
気
設
備

⼆
⼗
条

廃
棄
施
設

⼆
⼗
⼀
条

汚
染
防
⽌

⼗
条

閉
じ
込
め

⼗
⼀
条

⽕
災

⼗
⼆
条

溢
⽔

⼗
三
条

安
全
避
難
通
路
等

九
条

不
法
侵
⼊
等

四
条

臨
界

化学処理施設

成形施設
被覆施設

五
条

地
盤

組⽴施設

濃縮施設

核燃料物質の貯蔵施設

放射性廃棄物の廃棄施設

その他の加⼯施設

⼗
四
条

安
全
機
能

⼗
五
条

材
料
及
び
構
造

⼗
六
条

搬
送
設
備

⼗
七
条

貯
蔵
施
設

⼗
⼋
条

警
報
設
備
等

⼗
九
条

放
射
線
管
理
施
設

⼆
⼗
四
条

⾮
常
⽤
電
源

⼆
⼗
五
条

通
信
連
絡

様式-4
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様式-2及び様式-4 耐震重要度分類 申請区分 耐震重要度分類 申請区分

条⽂

溢
⽔
影
響
評
価
書

耐
圧
強
度
計
算
書

被
ば
く
評
価
書

落
雷
影
響
評
価
書

⽕
⼭
影
響
評
価
書

外
部
⽕
災
影
響
評
価
書

航
空
機
落
下
影
響
評
価
書

内
部
⽕
災
影
響
評
価
書

耐
震
計
算
書

津
波
評
価
書

⾵
︵
台
⾵
︶
及
び
積
雪
影
響
評
価
書

降
⽔
影
響
評
価
書

⻯
巻
影
響
評
価
書

配
置
図

系
統
図

機
能
説
明
図

臨
界
計
算
書

地
盤
評
価
書

設
計
基
準
事
故

重
⼤
事
故
等

監
視
設
備

仕
様
表

構
造
図

⼆
⼗
⼆
条

遮
蔽

⼆
⼗
三
条

換
気
設
備

⼆
⼗
四
条

⾮
常
⽤
電
源

⼆
⼗
五
条

通
信
連
絡

誤
操
作

⼗
七
条

貯
蔵
施
設

⼗
⼋
条

警
報
設
備
等

⼗
九
条

放
射
線
管
理
施
設

⼆
⼗
条

廃
棄
施
設

⼆
⼗
⼀
条

汚
染
防
⽌

設⼯認本⽂ 設⼯認添付書類

備考

四
条

臨
界

五
条

地
盤

六
条

地
震

七
条

津
波

⼋
条

外
部
衝
撃

九
条

不
法
侵
⼊
等

⼗
条

閉
じ
込
め

⼗
⼀
条

⽕
災

⼗
⼆
条

溢
⽔

⼗
三
条

安
全
避
難
通
路
等

⼗
四
条

安
全
機
能

⼗
五
条

材
料
及
び
構
造

⼗
六
条

搬
送
設
備

【耐震重要度分類】
「耐震重要度分類整理表」参照

【申請区分】
「記号の定義」参照

【耐震重要度分類】
「耐震重要度分類整理表」参照

【申請区分】
「記号の定義」参照

施設区分 設備区分 機器名称
関連条⽂

基本設計⽅針

設計基準 重⼤事故に⾄るおそれのある事故

放射線管理施設 放射線監視・測定設備 排気⽤モニタ 6,10,11,14,18,19,24条 第1類 D-1,D-3,D-4 第1類 S-2 − − ① − − − ④ ③ − − ① − − − ④ ④ − − − − ④ − − − ③ ③ 〇 〇 〇 〇 〇 − − 〇 − − − − − − − − − − − −

放射線管理施設 放射線監視・測定設備 エアスニッファ 6,11,14,19条 第3類 D-1,D-3,D-4 − − − − ④ − − − − ③ − − ① − − − − ④ − − − − − − − − − − 〇 − 〇 − − − − − − − − − − − − − − − − −

放射線管理施設 放射線監視・測定設備 サーベイメータ 14,19条 第3類 D-1 − − − − − − − − − − − − ① − − − − ① − − − − − − − − ③ − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

放射線管理施設 放射線監視・測定設備 積算線量計 14,19条 第3類 D-1 − − − − − − − − − − − − ① − − − − ① − − − − − − − − ③ − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

放射線管理施設 放射線監視・測定設備 ダストサンプラ（屋内⽤） 14,19条 第3類 D-1 − − − − − − − − − − − − ① − − − − ① − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

放射線管理施設 放射線監視・測定設備 可搬式HF検知警報装置 14,19条 第3類 D-1 − − − − − − − − − − − − ① − − − − ① − − − − − − − − ③ − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

放射線管理施設 放射線監視・測定設備 HFセンサ 6,10,11,14,19条 第1,2類 D-1 第1類 S-1 − − ① − − − ① ① − − ① − − − − ① − − − − − − − − ① ① − − − − − − − 〇 − − − − − − − − − − − −

放射線管理施設 放射線監視・測定設備 放射能測定装置 14,19条 第3類 D-1 − − − − − − − − − − − − ① − − − − ① − − − − − − − − ③ − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

放射線管理施設 放射線監視・測定設備 個⼈線量計 14,19条 第3類 D-1 − − − − − − − − − − − − ① − − − − ① − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

放射線管理施設 放射線監視・測定設備 ゲート 14,19条 第3類 D-1 − − − − − − − − − − − − ① − − − − ① − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

放射線管理施設 放射線監視・測定設備 退出モニタ 14,19条 第3類 D-1 − − − − − − − − − − − − ① − − − − ① − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

放射線管理施設 放射線監視・測定設備 シャワー 14,19条 第3類 D-1 − − − − − − − − − − − − ① − − − − ① − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

放射線管理施設 放射線監視・測定設備 放射線防護具類 14,19条 第3類 D-1 − − − − − − − − − − − − ① − − − − ① − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

放射線管理施設 放射線監視・測定設備 換気⽤モニタ 6,10,11,14,18,19,24条 第2類 D-1,D-3,D-4 − − − − ① − − − ④ ③ − − ① − − − ④ ④ − − − − ④ − − − ③ − 〇 〇 〇 〇 〇 − − 〇 − − − − − − − − − − − −

放射線管理施設 放射線監視・測定設備 積算線量計（屋外⽤） 14条 第3類 D-1 − − − − − − − − − − − − ① − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

放射線管理施設 放射線監視・測定設備 モニタリングポスト 14,18条 第3類 D-1 − − − − − − − − − − − − ① − − − ① − − − − − − − − − ①③ − 〇 − − 〇 〇 − − − − − − − − − − − − − − −

放射線管理施設 放射線監視・測定設備 ダストサンプラ 14条 第3類 D-1 − − − − − − − − − − − − ① − − − − − − − − − − − − − ③ − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

放射線管理施設 放射線監視・測定設備 気象観測機器 14条 第3類 D-1 − − − − − − − − − − − − ① − − − − − − − − − − − − − ③ − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

放射線管理施設 放射線監視・測定設備 放射能観測⾞ 14条 第3類 D-1 − − − − − − − − − − − − ① − − − − − − − − − − − − − ③ − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 ⾮常⽤設備 ディーゼル発電機 6,11,14,24条 第2類 D-1,D-3 − − − − ① − − − − ③ − − ① − − − − − − − − − ③ − − − − − 〇 〇 〇 〇 〇 − − 〇 − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 ⾮常⽤設備 1号無停電電源装置 6,11,14,24条 第2類 D-1,D-3,D-4 − − − − ① − − − − ③ − − ① − − − − − − − − − ④ − − − − − 〇 〇 〇 〇 − − − 〇 − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 ⾮常⽤設備 2号無停電電源装置 6,11,14,24条 第2類 D-1,D-3 − − − − ① − − − − ③ − − ① − − − − − − − − − ① − − − − − 〇 〇 〇 〇 − − − 〇 − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 ⾮常⽤設備 直流電源設備（蓄電池盤） 6,11,14,24条 第2類 D-1,D-3 − − − − ① − − − − ③ − − ① − − − − − − − − − ① − − − − − 〇 〇 〇 〇 − − − 〇 − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 ⾮常⽤設備 直流電源設備（充電器盤） 6,11,14,24条 第2類 D-1,D-3 − − − − ① − − − − ③ − − ① − − − − − − − − − ① − − − − − 〇 〇 〇 〇 − − − 〇 − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 ⾮常⽤設備 ⾃動⽕災報知設備 11,14,18,24条 第3類 D-1,D-4 第3類 S-2 − − − − − − − ① − − ① − − − ① − − − − − ④ − − − − ③ 〇 − 〇 〇 − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 ⾮常⽤設備 温度センサ 6,11,14条 第1類 D-1 第1類 S-1 − − ① − − − − ① − − ① − − − − − − − − − − − − − − ① 〇 − 〇 〇 − − − 〇 − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 ⾮常⽤設備 消⽕器 11,14条 第3類 D-1,D-3 第3類 S-2 − − − − − − − ③ − − ① − − − − − − − − − − − − − − − 〇 − 〇 − − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 ⾮常⽤設備 消⽕設備 11,14条 第3類 D-1,D-3 第3類 S-2 − − − − − − − ③ − − ① − − − − − − − − − − − − − − − 〇 − 〇 − − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 ⾮常⽤設備 屋外消⽕栓 7,11,14条 第3類 D-1,D-3 − − − − − ③ − − − ③ − − ① − − − − − − − − − − − − − − − 〇 − 〇 − − − △ − △ − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 ⾮常⽤設備 遠隔消⽕設備 6,11,14条 第3類 D-1,D-2 第3類 S-1 − − ② − − − − ① − − ① − − − − − − − − − − − − − − ① 〇 − 〇 − − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 核燃料物質の検査設備 質量分析装置 4,6,8,10,11,14,20条 第3類 D-1,D-3,D-4 − − ④ − ④ − ① − ④ ③ − − ① − − − − − ① − − − − − − − − − 〇 〇 〇 〇 − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 核燃料物質の検査設備 ⾼周波プラズマ分析装置（⾼周波プラズマ発光分光分析装置） 4,6,8,10,11,14条 第3類 D-1,D-3,D-4 − − ④ − ④ − ① − ④ ③ − − ① − − − − − − − − − − − − − − − 〇 〇 〇 〇 − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 核燃料物質の検査設備 スクラバ付きドラフトチェンバ 4,6,8,10,11,14条 第2類 D-1,D-3,D-4 − − ④ − ① − ① − ④ ③ − − ① − − − − − − − − − − − − − − − 〇 〇 〇 〇 − − − 〇 − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 核燃料物質の検査設備 カリフォルニア型フード 4,6,8,10,11,14条 第2類 D-1,D-3,D-4 − − ④ − ① − ① − ④ ③ − − ① − − − − − − − − − − − − − − − 〇 〇 〇 〇 − − − 〇 − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 核燃料物質の検査設備 サンプル保管⼾棚 4,6,8,11,14条 第2類 D-1,D-3,D-4 − − ④ − ① − ① − − ③ − − ① − − − − − − − − − − − − − − − 〇 〇 〇 〇 − − − 〇 − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 核燃料物質の検査設備 主要分析ダクト 6,11,14,20条 第3類 D-1,D-3,D-4 − − − − ④ − − − − ③ − − ① − − − − − ④ − − − − − − − − − 〇 〇 〇 〇 − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 核燃料物質の検査設備 発光分光装置 4,6,8,10,11,14条 第3類 D-1,D-3,D-4 − − ④ − ④ − ① − ④ ③ − − ① − − − − − − − − − − − − − − − 〇 〇 〇 〇 − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 核燃料物質の検査設備 ⾼周波プラズマ質量分析装置 4,6,8,10,11,14条 第3類 D-1,D-3,D-4 − − ④ − ④ − ① − ④ ③ − − ① − − − − − − − − − − − − − − − 〇 〇 〇 〇 − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 核燃料物質の検査設備 ⾚外分光分析装置 4,6,8,10,11,14条 第3類 D-1,D-3,D-4 − − ④ − ④ − ① − ④ ③ − − ① − − − − − − − − − − − − − − − 〇 〇 〇 〇 − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 核燃料物質の検査設備 吸光光度計 6,11,14条 第3類 D-1,D-2 − − − − ② − − − − ① − − ① − − − − − − − − − − − − − − − − − − 〇 − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 核燃料物質の計量設備 秤量計 6,11,14条 第1類 D-1,D-3 − − − − ① − − − − ③ − − ① − − − − − − − − − − − − − − − 〇 〇 〇 − − − − 〇 − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 洗⽸架台 6,11,14条 第2類 D-1,D-3 − − − − ① − − − − ③ − − ① − − − − − − − − − − − − − − − 〇 〇 〇 〇 − − − 〇 − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 洗⽸蒸気発⽣器 6,11,14条 第3類 D-1,D-2 − − − − ② − − − − ① − − ① − − − − − − − − − − − − − − − − − − 〇 − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 洗⽸排気ブロア 6,11,14条 第3類 D-1,D-2 − − − − ② − − − − ① − − ① − − − − − − − − − − − − − − − − − − 〇 − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 洗⽸ケミカルトラップ 6,11,14条 第3類 D-1,D-2 − − − − ② − − − − ① − − ① − − − − − − − − − − − − − − − − − − 〇 − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 洗⽸排気⽤モニタ 6,11,14条 第3類 D-1,D-2 − − − − ② − − − − ① − − ① − − − − − − − − − − − − − − − − − − 〇 − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 洗⽸空気加熱器 6,11,14条 第3類 D-1,D-2 − − − − ② − − − − ① − − ① − − − − − − − − − − − − − − − − − − 〇 − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 洗⽸⽔圧試験廃⽔ポンプ 6,11,14条 第3類 D-1,D-2 − − − − ② − − − − ① − − ① − − − − − − − − − − − − − − − − − − 〇 − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 洗⽸凝集器廃⽔ポンプ 6,11,14条 第3類 D-1,D-2 − − − − ② − − − − ① − − ① − − − − − − − − − − − − − − − − − − 〇 − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 洗⽸廃⽔ポンプ 6,11,14条 第3類 D-1,D-2 − − − − ② − − − − ① − − ① − − − − − − − − − − − − − − − − − − 〇 − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 除染ハウス 6,10,11,14条 第3類 D-1,D-3,D-4 − − − − ④ − − − ④ ③ − − ① − − − − − − − − − − − − − − − 〇 〇 〇 〇 − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 除染排気処理装置 6,10,11,14,20条 第2類 D-1,D-3,D-4 − − − − ④ − − − ④ ③ − − ① − − − − − ④ − − − − − − − − − 〇 〇 〇 〇 − − − 〇 − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 除染排⾵機 6,10,11,14条 第2類 D-1,D-3,D-4 − − − − ④ − − − ④ ③ − − ① − − − − − − − − − − − − − − − 〇 〇 〇 〇 − − − 〇 − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 主要除染ダクト 6,10,11,14,20条 第2類 D-1,D-3,D-4 − − − − ① − − − ④ ③ − − ① − − − − − ④ − − − − − − − − − 〇 − − 〇 − − − 〇 − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 ドライクリーニング装置 6,14条 第3類 D-1,D-2 − − − − ② − − − − − − − ① − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 ⽴⼊制限区域フェンス 9,14条 第3類 D-1 − − − − − − − ① − − − − ① − − − − − − − − − − − − − − − − − 〇 − 〇 − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 出⼊管理装置 9,14条 第3類 D-1 − − − − − − − ① − − − − ① − − − − − − − − − − − − − − − − − 〇 − 〇 − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 ページング装置 14,24,25条 第3類 D-1,D-2 第3類 S-2 − − − − − − − − − − ① − − − − − − − − − ② ① − − − ① − − 〇 〇 〇 − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 所内携帯電話 14,25条 第3類 D-1 第3類 S-2 − − − − − − − − − − ① − − − − − − − − − − ① − − − ① − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 業務⽤無線設備（アナログ式） 14,25条 第3類 D-1 第3類 S-2 − − − − − − − − − − ① − − − − − − − − − − ① − − − ① − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 業務⽤無線設備（デジタル式） 14,25条 第3類 D-1 第3類 S-2 − − − − − − − − − − ① − − − − − − − − − − ① − − − ① − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 緊急時電話回線 14,25条 第3類 D-1 第3類 S-2 − − − − − − − − − − ① − − − − − − − − − − ① − − − ① − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 ファクシミリ装置 14,24,25条 第3類 D-1,D-2 第3類 S-2 − − − − − − − − − − ① − − − − − − − − − ② ① − − − ① − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 携帯電話 14,25条 第3類 D-1 第3類 S-2 − − − − − − − − − − ① − − − − − − − − − − ① − − − ① − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 衛星電話 14,25条 第3類 D-1 第3類 S-2 − − − − − − − − − − ① − − − − − − − − − − ① − − − ① − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 誘導灯 13,14,24条 第3類 D-1,D-2 − − − − − − − − − − − ① ① − − − − − − − − − ② − − − − − − − 〇 − − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 ⾮常⽤照明 13,14条 第3類 D-1 − − − − − − − − − − − ① ① − − − − − − − − − − − − − − − − − 〇 − − − − − − − − − − − − − − − − −

その他の加⼯施設 その他の主要な設備 ⾮常⽤照明（中央制御室） 13,14条 第3類 D-1 − − − − − − − − − − − ① ① − − − − − − − − − − − − − − − − − 〇 − − − − − − − − − − − − − − − − −

様式-5
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様式 6－11 条－1 

各条文の設計の考え方 

第 11 条（火災等による損傷の防止） 

１．技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 設工認資料作成の考え方（理由） 項・号 解釈 関連箇所 

① 設計方針まとめ - 1、3 項 - - 

② 火災の発生防止 

④とあわせて、設備の主要な材料が不

燃性又は難燃性の材料であることを

仕様表で示す。 

- - a 

③ 

火災の感知及び消火 

【消火設備及び警報設備の設

置】 

感知器の仕様（異なる種類の感知方

法）、各感知器の配置、系統について、

仕様表、配置図、系統図で示す。 

消火設備の仕様（消火に必要な容量）

及び配置について仕様表及び配置図

で示す。 

1 項 - a,c,d 

④ 

火災の影響軽減 

【不燃性又は難燃性材料の使

用、防火壁の設置その他の適切

な防護措置】 

設備の主要な材料に不燃性材料等を

使用することを仕様表で示す。 

建物が建築基準法に基づく建築物で

あること、防火扉、防火区画が適切に

配置されていることを仕様表及び配

置図で示す。 

3 項 - a,c 

⑤ 内部火災影響評価 

内部火災影響評価を実施し、本施設の

火災防護設計が妥当であることを評

価した結果について、計算書で示す。 

3 項 - f 

２．事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 関連箇所 

□1  想定事象 

想定事象（電気・計装系の火災を想定）に関する記載であ

り、設備の設計に関する事項ではないため、記載しない。 

アセトン等の管理については、②で記載する。

- 

□2  
体制・手順 体制・手順については保安規定にて担保する事項である

ため記載しない。 
- 

□3  
設備の仕様 設各設備の主な仕様、配置（消防法に基づく配置）につい

ては仕様表及び配置図で示すため、記載しない。 
a

３．事業変更許可申請書の添付書類五のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 関連箇所 

◇1 想定事象 

想定事象（電気・計装系の火災を想定）に関する記載であ

り、設備の設計に関する事項ではないため、記載しない。 

アセトン等の管理については、②で記載する。

- 

◇2
UF6 の特徴及び取り扱い UF6 の特徴及び取り扱いに関する記載であり、火災防護

に関する設計ではないため記載しない。 
- 

◇3 消火設備の具体的な配置 

消火設備の仕様（消火剤の種類等）及び配置（消防法又は

許可の要求事項を満たす配置）は仕様表及び配置図で示

すため、記載しない。 

a、c 

様式-6
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様式 6－11 条－2 

◇4

内部火災影響評価の詳細事項 火災区域の設計（耐火壁による延焼防止）については、⑧

の防火区画の設計で担保する事項であり、内部火災影響

評価を実施し、本施設の火災防護設計が妥当であること

を評価した結果について、計算書で示すため、記載しな

い。 

f

◇5
体制・手順 体制・手順については保安規定にて担保する事項である

ため、記載しない。 
- 

４．設工認の関連箇所 

№ 書類名 

a 仕様表 

b 構造図 

c 配置図 

d 系統図 

e 機能説明図 

f 計算書 

※「基本設計方針に記載する事項」欄中の【 】の記載は、技術基準適規則からの具体的な要求項目を示す。 
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様式 7－第 11 条－1 

様式７（第 11 条 火災等による損傷の防止） 

加工施設の技術基準に関する規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 

（火災等による損傷の防止） 

第十一条 

 安全機能を有する施設は、火災又は爆発の影

響を受けることにより加工施設の安全性に著

しい支障が生ずるおそれがある場合において、

消火設備 (事業許可基準規則第五条第一項に

規定する消火設備をいう。以下同じ。) 及び警

報設備 (警報設備にあっては自動火災報知設

備、漏電火災警報器その他の火災の発生を自動

的に検知し、警報を発するものに限る。以下同

じ。)が設置されたものでなければならない。 

①③

２  前項の消火設備及び警報設備は、その故

障、損壊又は異常な作動により安全上重要な施

設の安全機能に著しい支障を及ぼすおそれが

ないものでなければならない。 

（安全上重要な設備がないため、該当なし） 

３  安全機能を有する施設であって、火災又

は爆発により損傷を受けるおそれがあるもの

は、可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用

するとともに、必要に応じて防火壁の設置その

他の適切な防護措置が講じられたものでなけ

ればならない。④ 

４  水素を取り扱う設備 (爆発の危険性がな

いものを除く。) は、適切に接地されているも

のでなければならない。 

（対象設備がないため、該当なし） 

５  水素その他の可燃性ガスを取り扱う設備 

(爆発の危険性がないものを除く。) を設置す

るグローブボックス及び室は、当該設備から可

燃性ガスが漏えいした場合においてもこれが

滞留しない構造とすることその他の爆発を防

（火災等による損傷の防止） 

本施設は、火災により本施設の安全性が

損なわないよう、火災の発生を防止するこ

とができ、かつ、火災発生を感知する設備

及び消火を行う設備並びに火災の影響を

軽減する機能を有する設計とし、消防法、

建築基準法等関係法令に準拠する設計と

する。①-1 

また UF6の特徴及び取扱いを踏まえ、火

災による熱影響によって UF6の閉じ込め性

を損なわないよう、火災源と近接した UF6

を内包する機器を防護する設計とする。①

-2 

【別-6～別-8】 

（ニ）火災及び爆発の防止に関する構造

(1) 火災及び爆発に関する設計方針

本施設のウラン濃縮工程において

は、可燃性ガス、有機溶媒等の可燃性

の物質及び爆発性の物質を使用しな

い。なお、分析室等でアセトン等を使

用するが、取扱量を制限することから

本施設の安全性に影響を与えるよう

な爆発が発生することは考えられな

い。（②-5）これらのことから、本施設

では、潤滑油、電気・計装系の火災を

想定し、対策を講じる。□1  

本施設は、火災により本施設の安全

性が損なわないよう、火災の発生を防

止することができ、かつ、火災発生を

感知する設備及び消火を行う設備並

びに火災の影響を軽減する機能を有

する設計とし、消防法、建築基準法等

関係法令に準拠する設計とする。①-1 

本施設においては、UF6 の特徴及び

取扱いを踏まえ、火災による熱影響に

よって UF6の閉じ込め性が損なわない

よう、火災源と近接した UF6を内包す

る機器を防護する設計とする。①-2 

UF6 を内包する機器への火災の影響

軽減対策については、米国の「放射性

物質取扱施設の火災防護に関する基

準」の内容を確認し、火災が臨界、閉

じ込めの安全機能を損なわないこと

について「原子力発電所の内部火災影

響評価ガイド」（平成 25 年 6 月 19 日 

原規技発第 13061914 号 原子力規制

委員会決定）（以下「内部火災影響評価

ガイド」という。）を参考に評価する。

【5-83～5-88】 

ヘ その他の安全設計

（イ）火災・爆発等に対する考慮

 火災等により本施設の安全性が損な

わないようにするため、火災等による損

傷の防止に係る基本方針を以下のとお

りとする。(①-1) 

UF6 を内包する設備及び機器の主要な

部分は不燃性材料（鋼製）により製作す

るとともに、電気・計装ケーブルは、可

能な限り難燃性ケーブルを使用する。

（③-2） 

本施設のウラン濃縮工程においては、

可燃性ガス、有機溶媒等の可燃性の物質

及び爆発性の物質を使用しない。なお、

分析室等でアセトン等を使用するが、取

扱量を制限する。このことから本施設の

安全性に影響を与えるような爆発が発

生することは考えられない。（②-5）ま

た、これらの保管は危険物・薬品貯蔵庫

において、量を制限して管理する。これ

らのことから、本施設では、機器の潤滑

油の漏えい、過電流によるケーブルの発

熱・発火、盤内でのケーブルの接触不良

等による火災を想定し、対策を講じる。

様式-7
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様式 7－第 11 条－2 

加工施設の技術基準に関する規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 

止するための適切な措置が講じられたもので

なければならない。 

（対象設備がないため、該当なし） 

６  焼結設備その他の加熱を行う設備 (次項

において「焼結設備等」という。) は、当該設

備の熱的制限値を超えて加熱されるおそれが

ないものでなければならない。 

（対象設備がないため、該当なし） 

７  水素その他の可燃性ガスを使用する焼結

設備等 (爆発の危険性がないものを除く。) 

は、前三項に定めるところによるほか、次に掲

げるところによらなければならない。 

一 焼結設備等の内部において空気の混入に

より可燃性ガスが爆発することを防止するた

めの適切な措置を講ずること。 

二 焼結設備等から排出される可燃性ガスを

滞留することなく安全に排出するための適切

な措置を講ずること。 

三 焼結設備等の内部で可燃性ガスを燃焼さ

せるものは、燃焼が停止した場合に可燃性ガス

の供給を自動的に停止する構造とすること。 

（対象設備がないため、該当なし） 

（1）火災の発生防止

a．本施設内で発生する火災に対しては、

消防法及び建築基準法に準拠する設

計とし、以下の対策を講じる。②-1 

(a)電気・計装ケーブルは、可能な限り難

燃性ケーブルを使用する。②-2

（⑤）

(2) 火災の発生防止

◇1

本施設は、火災により本施設の安全性

が損なわないよう、火災の発生を防止す

ることができ、かつ、火災発生を感知する

設備及び消火を行う設備並びに火災の影

響を軽減する機能を有する設計とし、消

防法、建築基準法等関係法令に準拠する

設計とする。（①-1） 

本施設においては、以下の UF6の特徴

及び取り扱いを踏まえ、火災による熱影

響によって UF6の閉じ込め性が損なわな

いよう、火災源と近接した UF6を内包す

る機器を防護する設計とする。（①-2） 

・UF6は常温で固体であり、機器・配管

及び容器の耐圧気密性が大きく損

なわない限り、UF6 が大量に漏えい

することはない。 

・本施設では、UF6を鋼製の機器・配管

に封入して加熱・冷却を行い、鋼製

の容器に封入して UF6を貯蔵するこ

とにより、閉じ込め性を担保する。 

・UF6 を内包する容器の貯蔵は常温と

し、UF6 を内包する容器の加熱時の

過加熱の防止及び充填量の制限に

よって、加熱時の体積膨張による容

器の液圧破裂が発生することを防

止する。◇2

(1) 火災の発生防止

① 本施設内で発生する火災に対して

は、消防法及び建築基準法に準拠する

設計とし、以下の対策を講じる。②-1 

ａ．電気・計装ケーブルは、可能な限り

難燃性ケーブルを使用する。②-2 

ｂ．分析室等で使用するアセトン等は、

取扱量を制限する。②-3 
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様式 7－第 11 条－3 

加工施設の技術基準に関する規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 

(b)潤滑油を使用する機器は、潤滑油を機

器に封入する設計とする。②-3

(c)重油・軽油タンク及び重油を使用する

ボイラ又は軽油を使用するディーゼル

発電機は、UF6を内包する機器を設置し

ている建屋から離れた別の建屋に設置

する。②-4

(d)分析室等で使用するアセトン等の取

扱量の制限、管理区域内の火気の使用

の制限等の火災の発生防止に関する手

順について、加工施設保安規定に定め、

管理する。②-5

b．UF6を内包する設備及び機器の主要な

部分は可能な限り不燃性又は難燃性材

料を使用するものとする。②-6 

また、想定する火災源と近接している

UF6を内包する設備及び機器は、想定さ

れる火災の熱によって UF6 が膨張して

も破裂を起こさない設計とする。②-7 

(2) 火災の感知及び消火

火災の発生防止のため、UF6 を内包

する設備及び機器の主要な部分は可

能な限り不燃性又は難燃性材料を使

用するものとする。②-6 

また、想定する火災源と近接してい

る UF6を内包する設備及び機器は、想

定される火災の熱によって膨張して

も破裂を起こさない設計とする。②-7 

(3) 火災の感知及び消火

ｃ．潤滑油を使用する機器は、潤滑油を

機器に封入する設計とし、③-3使用済

みの潤滑油は、金属製の容器に封入し

て保管する。第1種管理区域内で発生

した潤滑油及び保管廃棄した機械油

は、吸着剤を添加し、固形化すること

により、固体廃棄物として保管廃棄す

る。②-5 

ｄ．管理区域内は火気の使用を制限する

手順を定める。②-5 

ｅ．重油・軽油タンク及び重油を使用す

るボイラ又は軽油を使用するディー

ゼル発電機は、UF6を内包する機器を

設置している建屋から離れた別の建

屋に設置する。②-4 

ｆ．火災につながる異常を早期に発見で

きるように、日常の巡視点検及び監視

を行う。②-5 

② UF6を内包する機器が火災により、閉

じ込め機能が損なわないように火災の

発生を防止する設計とし、以下の対策

を講じる。 

ａ．UF6を内包する設備及び機器の主要

な部分は不燃性材料（鋼製）により製

作する（②-6）とともに、電気・計装

ケーブルは、可能な限り難燃性ケーブ

ルを使用する。（②-2）

ｂ．想定する火災源と近接しているUF6

を内包する設備及び機器は、想定され

る火災の熱によってUF6が膨張しても

破裂を起こさない設計とする。（②-7） 

(2) 火災の感知及び消火
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様式 7－第 11 条－4 

加工施設の技術基準に関する規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 

火災の発生を早期に感知し、消火する

ために以下の対策を講じる設計とする。

③-1

a.本施設内には、自動火災報知設備を設

置し、中央制御室に警報を発する設計

とする。③-2

b.これまで火災感知設備を設置していな

かったウラン貯蔵・廃棄物建屋及びウラ

ン濃縮廃棄物建屋に火災感知設備を設

置する。③-3 

c.コールドトラップ及び均質槽には、近

接して可燃性の機械油を内包する機器

があることから、火災を早期に感知す

るため、感知方法の異なる種類の火災

感知設備及び温度センサを組み合わせ

て多様化を図る設計とする。③-4

d.本施設内には、火災の消火に必要な容

量を有する消火器等の消火設備を設置

する設計とする。③-5

e.コールドトラップ及び均質槽には、従

事者が火災の発生している室に立ち入

本施設は、火災の拡大を防止するた

めに、消防法に従い適切な火災感知設

備及び消火設備を設ける設計とする。

（③-1、③-2） 

火災感知設備の設置に当たり、コー

ルドトラップ及び均質槽の周辺には、

近接して可燃性の機械油を内包する

機器があることから、火災を早期に感

知するため、感知方法の異なる種類の

火災感知設備及び温度センサを組み

合わせて多様化を図る設計とする。

（③-4） 

また、コールドトラップ及び均質槽

の周辺には、遠隔消火設備を設置す

本施設は、火災の発生を早期に感知し、

消火するために以下の対策を講じる設計

とする。③-1 

① 本施設内には、自動火災報知設備を

設置し、中央制御室に警報を発する設

計とする。③-2 

② 既許可申請において火災感知設備を

設置していなかったウラン貯蔵・廃棄物

建屋及びウラン濃縮廃棄物建屋に火災

感知設備を設置する。③-3 

③ コールドトラップ及び均質槽には、

近接して可燃性の機械油を内包する機

器があることから、火災を早期に感知

するため、火災感知設備及び温度セン

サを組み合わせて多様化を図る設計と

する。③-4 

④ 本施設内には、火災の消火に必要な

容量を有する消火器等の消火設備を設

置する設計と③-5 し、警報又は現場に

て火災を確認した者は、通報・連絡を行

うとともに現場にて、初期消火を行う。

③-8

・本施設内には消防法に基づき、ど

の位置からでも歩行距離20m以内

となるよう二酸化炭素消火器及び

粉末消火器を設置する（管理区域

には、二酸化炭素消火器を設置し、

非管理区域には、粉末消火器を設

置する）。

・本施設内には、消防法に基づき、屋

外消火栓の有効範囲外の部分に

は、二酸化炭素消火設備及び粉末

消火設備を配備する。◇3  

⑤ コールドトラップ及び均質槽には、

従事者が火災の発生している室に立ち
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様式-8　基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表（ウラン濃縮工場） 様式-8

項目番号

基本設計方針

要求種別

施設区分 設備区分 関連条文 機器名称
設工認設計結果

(上：仕様表/設計方針)
(下：記録等)

設備の具体的設計結果
(上：設計結果)
(下：記録等)

確認方法
設工認設計結果

(上：仕様表/設計方針)
(下：記録等)

設備の具体的設計結果
(上：設計結果)
(下：記録等)

確認方法
設工認設計結果

(上：仕様表/設計方針)
(下：記録等)

設備の具体的設計結果
(上：設計結果)
(下：記録等)

確認方法
設工認設計結果

(上：仕様表/設計方針)
(下：記録等)

設備の具体的設計結果
(上：設計結果)
(下：記録等)

確認方法

－ － － 【仕様表】
①火災の発生を早期に感知するため
に消防法に基づき本施設の各建物
に自動火災報知設備を設置し、中央
制御室に警報を発する設計とする。

【添付図面】
②系統図

①②
・機器仕様

【検査項目】
性能検査①②

【仕様表】
①感知器については、型式適合検定
に合格したものを感知区域ごとに感
知器の種別及び取付け面の高さ・構
造等に応じて消防法で定める必要個
数を設置し、火災を有効に感知する
ように設置する。この他、発信機等に
ついても型式適合検定に合格したも
のを消防法に定める必要個数設置
する。

【添付図面】
②配置図

①②
・機器仕様

○3次申請
【仕様表】
①可燃性の機械油を内包する機器の火災を早期
に感知するため、コールドトラップの周辺に炎感
知器を設け、中央制御室に警報を発する設計と
する。なお、炎感知器についても型式適合検定に
合格したものを用いる。

【添付図面】
②配置図

○5次申請
【仕様表】
③可燃性の機械油を内包する機器の火災を早期
に感知するため、コールドトラップの周辺に温度
センサを設ける。
④可燃性の機械油を内包する機器の火災を早期
に感知するため、均質槽周辺に炎感知器及び温
度センサを設ける。

【添付図面】
⑤配置図

①②③④⑤
・機器仕様

－ － － 【記録等】
自動火災報知設備の系統概略図

【記録等】
・六ヶ所ウラン濃縮工場他　自動火災報知設
備更新工事　設備系統図
・自動火災報知設備の追加設置および感知
器多様化詳細設計　設備系統図

【記録等】
非常用設備（自動火災報知設備）
配置概略図

【記録等】
・自動火災報知設備の追加設置および感知
器多様化詳細設計　機器リスト
・自動火災報知設備の追加設置および感知
器多様化詳細設計　機器配置図
・主要建屋第一次新築工事　竣工図
・主要建屋第三次新築工事　竣工図

【記録等】
・非常用設備（自動火災報知設備）　配置概略図
・非常用設備（温度センサ）　配置概略図

【記録等】
・自動火災報知設備の追加設置および感知器
多様化詳細設計　機器配置図
・自動火災報知設備の追加設置および感知器
多様化詳細設計　設備系統図
・自動火災報知設備の追加設置および感知器
多様化詳細設計　機器リスト
・温度センサの追加設置詳細設計　機器配置図

第11条　火災等による損傷の防止

その他の加工施設

1

冒頭宣言

非常用設備 11,18,24条 自動火災報知設備

本施設は、火災により本施設の安全性が損なわないよう、火災の
発生を防止することができ、かつ、火災発生を感知する設備及び消
火を行う設備並びに火災の影響を軽減する機能を有する設計とし、
消防法、建築基準法等関係法令に準拠する設計とする。①-1
またUF6の特徴及び取扱いを踏まえ、火災による熱影響によって
UF6の閉じ込め性を損なわないよう、火災源と近接したUF6を内包
する機器を防護する設計とする。①-2

10

a.本施設内には、自動火災報知設備を設置し、中央制御室に警報を発する設計とする。③-2 b.これまで火災感知設備を設置していなかったウラン貯蔵・廃棄物建屋及びウラン濃縮廃棄物建屋
に火災感知設備を設置する。③-3

機能要求 設置要求

【検査項目】
外観検査①
配置検査①②

11

c.コールドトラップ及び均質槽には、近接して可燃性の機械油を内包する機器があることから、火災を早期に感知するた
め、感知方法の異なる種類の火災感知設備及び温度センサを組み合わせて多様化を図る設計とする。③-4

9

【検査項目】
外観検査①③④
配置検査①②③④⑤

設置要求、機能要求

13
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